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【現地案内】　募集期間内に住宅をご案内します。
希望日の前日までに電話でお申し込みください。

　　都市計画課都市計画住宅係　☎72̶5246問

【募集戸数】　①、②･･･１戸、③･･･４戸
①林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89-1★
木造平屋１戸建３ＤＫ　月額9,700～19,100円
トイレ：水洗　給湯:無　浴室：浴槽無
②米内沢駅前団地･･･米内沢字上野102-5★
木造２階１戸建３ＬＤＫ　月額50,000～70,000円
トイレ：水洗　給湯：有　浴室：ユニットバス
③サンコーポラスなかたい住宅･･･鷹巣字東中岱51‐1
鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ　月額41,100円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有　
（共益費800円、駐車場使用料１台につき3,000円）
※★印の住宅は単身入居できません

【入居資格】
○収入基準を満たすこと
○住宅に困窮していることが明らかなこと
○市税等を滞納していないこと
【入居資格】 世帯人員数、所得等に応じて決定します
【敷金】　家賃の３か月分（退去時までの預り金）
【募集期間】　
第１回　４月１日（水）～６日（月） 
第２回　４月10日（金）～15日（水）※土日除く
※第２回の募集住戸については、４月８日以降にお
問い合わせください
【申込み先】　都市計画課（森）／生活課（鷹）／合川
総合窓口センター／阿仁総合窓口センター

北秋田市消防本部からのお知らせ

　　消防本部　☎62̶1119

　北秋田市消防本部及び消防団では、火災予防運動
週間中に活動の一環として次の行事を行います。
　４月５日（日）
▽各地区消防団による一斉放水訓練
　鷹巣地区＝鷹巣中央公園堤（７：00～）
　阿仁地区＝湯口内地区（７：30～）
　合川地区＝上杉農村運動公園（８：30～）
　森吉地区＝米内沢橋下（９：00～）
▽女性消防団・消防本部による火災予防啓発活動
　女性消防団＝いとくたかのすショッピングセンター
　消防本部＝イオンタウン鷹巣
▽各地区消防団による巡回広報及びチラシ配布
　期間中
▽防火サイレンの吹鳴▽消防車両による巡回広報

消防団員募集 ～自分たちのまちは、自分たちで守る～
　市民の安全・安心を守るため、消防団員として活
動してくださる方をお待ちしています。
　また、きめ細かさを生かした火災予防や地域防災
などの広報・啓発活動を中心に行なう女性消防団員
も募集しています。
入団資格　年齢18歳以上で北秋田市在住の健康な
男性と女性
処遇等　年額報酬・出勤手当等の支給、福利厚生
（公務災害補償、退職報償金）、被服の貸与

春の火災予防運動週間４月５日～11日

『もういいかい 火を消すまでは まあだだよ』

期間　４月１日～６月１日　※土日祝祭日を除く
時間　８：30～17：15
場所　税務課、各総合窓口センター
対象　市内に所在する土地、家屋の固定資産税の納
　　　税義務者及び納税管理人、又はその代理人
必要な物　印鑑、本人確認書類、委任状
　　　　　※委任状は代理人の場合のみ

　　税務課市税係　☎62̶1116

市営住宅入居者募集

　市ホームページに掲載する広告（バナー広告）を
募集しています。
■掲載ページ位置・バナーサイズ
　トップページ下部・160×55ピクセル
■掲載料
　3,000円／月（申込期間に応じて割引制度あり）
■申込方法
　市ホームページをご覧いただき、広告掲載要領等
をご確認の上、お申込みください

バナー広告バナー広告 募集中募集中

　　総合政策課広報係　☎62̶6608

土地・家屋価格等
　縦覧帳簿の縦覧ができます
土地・家屋価格等
　縦覧帳簿の縦覧ができます
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補助対象経費
30 万円以下
50万円以下
100 万円以下
100 万円越え

補助率
70％以内
60％以内
50％以内
45％以内

０円
３万円
８万円
13万円

加算額

市民提案型まちづくり事業補助金

　　　生活課地域推進係　☎62̶6628

〇応募締切
　１回目　４月21日（火）／２回目　５月25日（月）
　３回目　７月17日（金）／４回目　９月29日（火）
〇申請方法
　申込書に必要事項を記入し、地域推進係へ提出し
てください。申込書等は、各庁舎と各公民館へ備え
つけるほか、市のホームページにも掲載します。
　申込書の書き方もお気軽に問い合わせください。

問 申

○補助額（補助対象経費×補助率＋加算額）

募集を開始します募集を開始します
　
　
　今年も市では、自発的に地域課題の解決や地域振
興などに取り組む団体を応援します。

　「まちがこうなったらいいのになぁ」など、日頃
感じている思いを行動にしてみませんか。

　協会けんぽは、主に中小企業の従業員とその家族
約34万人（秋田支部）が加入している健康保険です。
医療費支出の増大や全国との医療費格差の拡大など
により、健康保険料率が平成27年５月納付分から
10.06％（現行10.02％）に引き上げとなります。
　なお、40歳から64歳までの方に対する介護保険料
率は1.58％（現行1.72％）に引き下げとなります。
　加入者の健康と医療を支え、安心して医療のサー
ビスなどを受けていただくためにも、これらのご負
担についてご理解をお願い申し上げます。

　　全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部
　　☎018̶883̶1841
問

※任意継続被保険者の方は、事業主負担分も加わります。

健康保険料
月約 40円増
月約 60円増
月約 82円増

介護保険料
月約 140 円減
月約 210 円減
月約 287 円減

20万円
30万円
40万円

月収
（税引き前）

お勤めの方ご本人負担分（変化分）

　
協会けんぽの保険料率が変わります

５月納付分から

 


